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警察庁文書決裁規程

昭和34年７月１日

警察庁訓令第10号

最終改正 平成28年３月31日 警察庁訓令第９号

（原則）

第１条 警察庁における文書の決裁は、この訓令の定めるところによる。

（長官の決裁事項）

第２条 国家公安委員会文書決裁規則（平成10年国家公安委員会規則第７号）各

号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項については、警察庁長官（以下「長官」

という。）の決裁を受けなければならない。

(1) 内閣府令案

(2) 国家公安委員会規則

(3) 国家公安委員会告示で重要なもの

(4) 警察庁訓令

(5) 請願書、建議書、陳情書等の処理で重要なもの

(6) 通達、指示等で特に重要なもの

(7) 照会、通知、報告、回答、承認等で特に重要なもの

(8) 連絡、申合せ等で特に重要なもの

(9) 前３号に掲げるもののほか、警察庁の所掌事務に関することで特に重要な

もの

（次長の専決事項）

第３条 前条各号に掲げる事項のうち、長官が特に指定するものについては、警

察庁次長（以下「次長」という。）は、専決することができる。

（官房長、局長等の専決事項）

第４条 次に掲げる事項については、所管の長官官房長（以下「官房長」という。）

又は局長は専決することができる。ただし、長官官房にあっては、官房長が特

に指定するものについて総括審議官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ

・情報化審議官、審議官、技術審議官又は首席監察官は専決することができ、

刑事局又は警備局にあっては、刑事局長又は警備局長が特に指定するものを除

き、部長は専決することができる。
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(1) 国家公安委員会告示

(2) 請願書、建議書、陳情書等の処理

(3) 通達、指示等で重要なもの

(4) 照会、通知、報告、回答、承認等で重要なもの

(5) 連絡、申合せ等で重要なもの

(6) 前３号に掲げるもののほか、所管の事務に関することで重要なもの

（課長の専決事項）

第５条 次に掲げる事項については、所管の課長（課長に準ずる職を含む。以下

同じ。）は、専決することができる。

(1) 国家公安委員会告示で軽易なもの

(2) 請願書、建議書、陳情書等の処理で軽易なもの

(3) 通達、指示等

(4) 照会、通知、報告、回答、承認等

(5) 連絡、申合せ等

(6) 前３号に掲げるもののほか、所管の事務に関すること。

（代理決裁）

第６条 起案文書の決裁者が不在の場合において、急速な処理を要するときは、

代理決裁を行うことができる。

２ 前項の規定により代理決裁を行ったときは、事後速やかに、代理決裁として

処理した旨を決裁者に報告するものとする。

３ 代理決裁者は、次に定めるとおりとする。

(1) 長官については、次長

(2) 次長については、所管の官房長又は局長

(3) 官房長又は局長については、部の所掌事務については部長、その他の事務

については所管の課長

(4) 部長については、所管の課長

(5) 課長については、あらかじめ当該課長の指定する理事官又は課長補佐

４ 前項第３号及び第４号の所管の課長による代理決裁の場合において、総括審

議官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官が命

を受け当該代理決裁に係る事務を総括整理しているときは、同項の規定にかか



- 3 -

わらず、当該総括審議官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審

議官又は審議官が代理決裁を行うものとする。

（官房長の定める事項等）

第７条 この訓令に定めるもののほか、警察庁における文書の決裁に関し必要な

事項は、官房長が定める。

２ 長官官房総務課長は、この訓令の運用に関し疑義があるときはこれを裁定す

るほか、この訓令の運用に関し必要な細目を定めることができる。

（附属機関等における決裁）

第８条 警察庁の附属機関及び地方機関における決裁に関しては、この訓令に準

拠して、当該各機関の長が定めるものとする。

附 則 （抄）

（施行期日）

１ この訓令は、昭和34年７月１日から施行する。


